
別組湘武

重蔓事項翫胴書

記入年月日

記入者名
I •• ~ 所展・識名

令和5年7月1日

樽井崇

ラ・シャリテ中四国

．．
 枷炒必 ※ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームについては、「登録

申諸書の添付害類等の参考とする様式について（平成 23年 10月 7日付け犀生労饒省老

鑓局高齢者支援謀長・国土交通省住宅局安心居住推進課長事務連絡）Jの別紙4の記載内

容を合わせて記載して差し支えありません。その名合、以下の1から 3まで及び6の内

容については、別紙 4の記載内容で税明されているものとみなし、欄自体を削除して差

し支えありません。

1 事婁主体襲憂

•J 

店ふ衰‘.

種類 個人べ匿囚）

※法人の場合、その種類 特定非営利活動法人

名称 （ふりがな）ら・しゃりて

ラ・シャリテ

主たる奉務所の所在地 〒030-0ll3 脊森県脊森市第二問屋町3丁目 3番 31号

連絡先 零；話番号 017-739-6541 

FAx番号 ' 017-762-2357 

メールアドレス

ホ・ームページアドレス http:/tr四 yarite/web/fc2/com

代表者 氏名 大坂 潤

職名 理季長

設立年月日 ,, 平成17年 2月 1日

主な実施事業 ※別添1 (別に実施する介護サービス一覧表）

ー



2. 有料老人ホーム事業の概要

（住まいの概憂）

名称 （ふりがな）しにあぱんしょんいよ• しもあがわいち

シニアパンション伊予・下吾JI]I 

所在地 〒799-3111

愛媛県伊予市下吾JI[631-1 

主な利用交通手段 最寄釈 JR予蓑線烏ノ木駅

交通手段と所要時間
電車利用の場合

•JR 予譲線烏ノ木駅から徒歩2 分 (255:rri)

連絡先 毎話番号 089-995-8892 .• 
FAX番号 089-995-8893 

メールアドレス

ホームページアドレス http:// 

管理者 氏名

職

理物の竣工日 平成28年 4月 1日

有料老人ボーム享業の開始日 平成28年 6月 1日

（頸型） 【表示事項］

介付（一般型特定椀殴入居者生活介護を提供する場合）

2 介護付（外部サービス禾IJ用型特定施設入居者生活介護を提供する場合）

③ 住宅型
4 健宗型

ー

3 建物概要---

土地 敷地面積 851.45面

所有閑係 1 宰業者が自ら所有する土地

R 亭業者が賃借する土地（普通賃借姦函e
抵当権の有無 ① あり 2 なし

契約期問 ① あり
(2015年 12月 113 ~2035年 11月 30日）

2 なし

契約の自動更新 ① あり 2 なし

逹物 延床面積 全体 497. 32 r.d 
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うち、老人ホーム部分 497. 32 n1 

耐火摺造 1 耐火建築物

③ 準耐火建築物
3 その他（ ） 

構造 1 鉄筋コンクリート造

2 鉄骨造

③ 木造
4 :t-の他( ） 

所有関係 1 . 専業者が自ら所有する建物

② 事業者が貨借する建物（普通賃借•逗西頃濯ぅ
抵当権の設定 ① あり 2 なし

契約期閾 ① あり
(2015年 12月1日-2035年 11月 30日）

2 なし

契約の自動更薪 ① あり 2 なし

居室の状況 ① 全室個窒（縁故者居室を含む）
居室区分 2 相部屋あり

（表示苓項l 最少 人部屋

最大 人部匿

＼ 、トイレ 』浴奎 面積 戸数・室数 区分※

タイプl @/無 ⑮ 無 20. 28 nl 16 一般居室個室

※「一般居室伺室J「一般居室相部屋「介護居室個室」「介睦居室相部屋」「一時介護室Jの別を記入．

共用施設 共用便所における うち男女別の対応が可詣な便房 ヶ所

便房
1ヶ所
うち車椅子等の対応が可能な便房 1ヶ所

食堂 ① あり 2 なし

入居者や家族が利 1 あり R なし
用できる調理設備

エレベーター ① あり（釦奇子対応）
2 あり（ストレッチャー対応）

3 あり（上記 l• Zに該当しない）

4 なし

消防用設備 消火器 ① あり 2 なし

等 自動火災報知設備 ① あり 2 なし

火災通報設備 ① あり 2 なし

スプリンクラー ① あり 2 なし

防火管理者 ① あり 2 なし

防災計画 ① あり 2 なし
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居室 便所 浴室 その他（ ） 

緊急通報装 ① あり ① あり 1 あり 1 あり

匿等 2 -部あり 2 一部あり， 2 一部あり 2 一部あり

3 なし . 3 なし ⑨ なし 3 なし

その他

4, サービスの内容

（全体の方針）

達営に関する方針 雨齢者の方に明る＜、清潔なバリアフリーの住

宅を提供し、心身ともに健辰を維持、回復して

！ いただくことを支援します。．， 

サービスの提供内容に関する特色
： 
食亭は、食材配達は委託し、調理のみ自らが行

； 
う，

入浴、排せつ又は食事の介護 1 自ら実施 2 委託 ③ なし
食事の提供 1 自ら実施 ③ 委託 "゚' なし
洗澄、掃除等の家亨の供与

， 
l 自ら実施 2 委託 ③ なし

，, 

健：泰管理の供与 1 自ら実施 ③ 委託 ウ‘ なし
安否確認又は状況把握サービス 1 自ら実施 ② 委託 3 なし
生活相談サヽービス 1 自ら実施 R 委託 3 なし

（医療運携の内容）

医療支援 ① 救急車の手配
※複数選択可 2 入退院の付き添い

3 通院介助

4 その他( ） 

協力医療機関 l 名称 現在調整中

住所

診療科目

潟力科目

協力内容

協力歯科医療機関 名称

住所

協力内容
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（入思に闘する要件）

入居対象となる者 自立している者 ① あり 2 なし

（表示宰項J 要支援の者 ① あり 2 なし

要介護の者 ① ぁり 2 なし
I 

留意宰項

契約解除の内容 I• 這契約害・
（契約の解除）

第10条 甲は、乙が次に掲げる装務に違反した湯合において、

甲が相当の期間を定めて当該箋務の履行を催告したに

もかかわらず、その期間内に当該蒜器が履行されないと

きは、本契約を解除することができる。

ー 第4条第1項に規定する賃料支払毅務
二 第5条第2項に規定する共益要支払萎務
ー 第6条第 3項に規定する状況把握•生活相談サーピス料金

支払澁務

四 前条第1項後段に規定する費用負担装務

2 甲は、：乙が次に掲げる装珈こ速反した場合において、甲が相

当の期r母を定めて当該箋務の暦行を催告したにもかかわら
ず｀その期閲内に当該装務が履行されずに当該装婆違反によ

り本突約を継統することが困難であると蔀められるに至っ

たときは、本契約を解除することができる。

ー 第3条に規定する本物件の使用目的遵守姜務

二第8条各項に規定する袈務（同上同条第3項に規定する装

箱を除く。）

ー その他本契約書に規定する乙の装務（入居契約吝別表第5)

3 甲ほ、乙が年齢を偽って入居姿格を有すると誤認させるなど

の不正の行為によって本物件に入居したときは、本契約を解

除することができる，

4 甲又は乙の一方について｀次のいずれかに該当した場合に

は、その相手方は、何らの催告も要せずして、本茨約を解除

することができる。

ー 第7条各号の確約に反する事実が判明した培合

二 契約締結後に自ら又は自らの役貝が反社会的勢力に該当す

ることとなった場合

5 甲は、乙が別表第1に掲げる行為を行った場合には、何らの

催告も要せずして、本契約を解除することができる。

5
 



I 

（乙からの解約）
'' 

第11条 乙は、甲に対して少なくとも 30日前に解約の申入れを

行うことにより、本契約を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの曰から 30日

分の賃料及び状況把握•生活相談サービス料金（本契約の解

約後の賃料相当額及び状況把握•生活相談サーピス料金相当

額を含む。）を甲に支払うことにより、解約甲入れの日から

起算して 30日を経過する日までの間、随時に本契約を絆約

することができる。

季業主体から解約を求める場合
解約条項 入居契約香第10条

解約予告期間 1ヶ月

入者からの解約予告期閲 1ヶ月

体験入居の内容 l あり（内容： ） 

② なし
入居定員 18人

その他
： 

‘‘’ 、·,•

」:" 
, ,. ヽ9

'}: 

., 

”ぶ磁

6
 



5. ●員体綱

※有料老人＊—ムの職員について記載すること（同!.J.法人が運営する他の事業所の職員については記載
する必蔓はありません）。

（職種爾の職員敷）

＼ 
職貝数（実人教）

, 
常勤換算人数

合計
l9,l滋 2

常勤 非常勤

管理者

生活相談員 8 o. 8 LO 

直接処遇職員

磯職

者護職員

機能訓練指導員 : 

計画作成担当者

栄養士 ： 
；． 

調理員

事務貝

その他職貝

1週問のうち、常勁の従業者が勁務すべき時間数m
’’ 

※1 常勁換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該宰業所において常勁の従業者が

勁務すべき時問数で除することにより、当該亨業所の従業者の人数を常勁の従業者の人数に換雰

した人数をいう。

（責格を布している介護職員の人戴）

~ 
合計

： 
常勤 非常勤

社会福祉士

介護福祉士 ,. 

実務者研修の修了者

初任者研修の修了者

介護支援専門員
， 
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（資格を有している機能訓練指導員の人戴） 配置なし

---------
合計 ,, ＇ ＇ 

呑蔑師又は准寿護師

常勤 非常勤

理学療法士

作業療法士

" 

百語聴党士

柔道整復士

1あん摩マッサージ指圧師

はり師
I 

きゅう師

： 

: 

（夜動を行う看護・介護職員の人数） 配置なし

夜勤帯の設定時問（ 時～ 峙ヽ） ． 

---- 平均人数 表少時人数（休憩者等を除く）------君護職員 人 人

介茜職貝 人 人

（特定施設入居者生活介履等の提供体制）

特定施設入居者生活介護の 契約上の峨員記営比寧笑 a 1. 5 : l以上

利用者に対する者護・介護職 【表示亭項］ b 2 : 1以上

貝の割合 C 2. 5 : l以上

（一般型特定施設以外の場 d 3 : 1以上

合、本欄は省略可能） 実際の配匿比率

（記入日時点での利用者数；常勤換算職員数） : 1 

※広告、パンフレット等における記栽内容に合致するものを選択

外部サーピス利用型特定施設である有料 ホームの識員数 人

老人ホームO)介護サービス提供体制（外部 訪問介蔑孝業所の名称

サービス利用型特定旅設以外の場合、本梱 訪問看護宰業所の名称

は省略可能） 通所介蔑亨業所の名称

”
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（職員の状況） ： .. .. 

他の職務との兼務ヽ・ll 1 あり 2 なし
...' 

管理者
業務に係る資格等 1' あ'り

. , 1 I蜘等の名称
r ...,., .. 2 
なし...' . ~. 

若護職員 介職員 生活相談貝 機能郡l練指導員 計画作成担当者

常勤 非常勤 常勁如 非常勤 常勤 非常勁 常勁 非常勁 常勤 非常勤

前年度1年間の
’ f I ; 

採用者数

前年度1年間の
. , .. 

·•. 

退職者数
•' 
・' 

麿，
1年未満

＇・

j [; 1 

1年以上

゜品員 従 3年未満
の事し 3年以上 2 

人•たa 5年未禰 ’~ ， ヽ’ ＇ ， 

5年以上 5 ; 10年未満 .. ・ 

10年以上．

従業者の健哉診断の実施状況 1 あり 2 なし

l l 
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6. 利用鶉金

（利用料金の支払い方法）

居住の権和」形態
1 利用権方式

③ 建物賃貸昔方式
［表示苺項）

3 終身建物賃貸借方式

l 全額前払い方式
利用料金の支払い方式

2 一部前払い・一部月払い方式
［表示苺項l

③ 月払い方式
年齢に応じた金額設定 1 あり ③ なし
要介護状態に応じた金額設定 I あり＇ R なし
入院等による不在時における l 滅額なし

利用料金（月払い）の取扱い 2 日割り計算で減額

③ 不在期閉が8日以上の禍合に限り、日割り計算で減額
・土地又は途物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相

当となった場合。

利用料金 条件 • 土地又は逹物の価格の上昇又は低下その他の経済宰渚の変動によ

の改定 り賃料が不相当となった揚合。

、近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合a

手続き 協羞

（利用料金のプラン［代表的なプランを2例】）

プラン1

入居者の状況 要介珪度 なし

年齢 62歳

居室の状況 床面積 20. 28 rri 

便所 ① 有 2 無

浴室 ① 有 2 無

台所 ① 有 2 無

入居時点で必 前払金 0円

要な喪用 敷金 0円

月額費用の合計 92,730円＋箆気ガス実費

家賃 27,500円

サ 特定施設入居者生活介君※l(J)費用 円

！ 

ヽ食費 38,880円ピ
ス 生活サポート費 6,600円
費用 塁 共益費 o, 500円

.
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(~ 二三ニ二二
（利用料金の算定櫨拠）

費目 ... i・ 算定根拠

家賃 grJ紙（近傍詞稲家負との均衡）

敷金 家賃の 。ヶ月分，

食費（消費税込） 朝食378円・昼食.378円・タ食540円

生活サポート費 状況把握•生活相談に要する費用

共益費 共有部分に要する費用（食堂・廊下等）

水道費 共有部分及び部屋の水道使用に要する費用

イベント蚕 誕生日等のイベン：卜に要する要用

電気・ガス 各戸・個メーターにて実費

ケアサポート要 警備会社による緊急通報対応、住宅職貝による安否喰認サーピスに係る費用

外出サポート費 外出に際し職貝の付添を要する湯合、職貝1人当り 1時問まで1,500円、

以降30分毎に750円の費用をいただきます。

利用者の個別的な選択に
別添2

よるサービス利用料

11 

. ,!, 
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7. 入届者の状況 ［冒頭に記した記入日現在↓

（入 1居者の人数） ;, 

＇ ： ＇ ＇ 性別 男性 '， I ヽ 7人
',I  ,, 

女性 ' 
:, 

10人
，： 

年齢別 65歳未満
•、

1人： 

65歳以上75歳未満 ： 3人

75歳以上85歳未満 4人

85歳以上
， ! '! 9人I ！＇ 

要介逹度別 自立 ： I 0人
" 

要支援1
I 0人

要支援2 ； ； 0人

要介護1 4人

要介蔑2 4人

要介覗3 4人

要介證4 4人

要介護5 1人

入居期間別 6ヶ月未満 3人

6ヶ月以上1年未満 5人

1年以上5年未油 : 8人

5年以上 10年未満
I・ 1人
＇ 

10年以上15年未満 I 0人

15年以上 ! 0人； 

（入居者の属性）

平均年齢 82歳

入居者数の合計 17人

入届平※ 94% 

※入居者数の合計を入居定員数で除して得られた轡」合ロ一時的に不在となっている者も入居者に含

む。
： 

（前年度における退去者の状況）

退去先別の人 自宅等 0人
＇ 
数 社会福祉施設 2人

医療機関 3人

死亡 3人

その他 0人
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生前解約の状 施設側の申し出 :!:J:' ； 0人,,, 

況 ' （解約事由の例）

- 』

入居者側の申し出 8人

（解約宰由の例）

身体の変化に伴う退去5名、死亡3名

8. 苦情・事故専に襲する体綱 ： ，： 
（利用者からの苦情に対応する窓口簿の状況）

苦情解決賣任者

窓口の名称 特定非営利活動法人ラ・シャリテ

竜話番号 017-739-6541 

対応している時 平日 9時から i7時

閤 土曜 不可

日曜・祝日 不可

定休日 年末年始（お盆不可）

苦情組当事襄所
’’’’ 

窓口の名称 特定非営利活動法人ラ・シャリテ中四国支部亨蓉所

電話番号 0120-094-351 

対応している時 平日 9時から17時

問 土曜 不可

日曜・祝日 ． 不可

定休日 年末年始（お盆不可）

舎情握当室口

窓口の名称 特定非営利活動法人ラ・シャリテ中四国支部事務所樽井 崇

竜話番号 080-5664-1166 

対応している時 平日 9時から 17時

問 土曜 不可

日曜・祝日 不可

定休日 年末年始（お盆不可）

忍秘，・’ 
,

9
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（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応）

損害賠信責任保険の加入状況 1 あり （その内容）

R なし
介護サービスの提供により賠償す ,1 あり （その内容）

ペき吾故が発生したときの対応 ③ なし
事故対応及びその予防のための指針 ① あり 2 なし

怜

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等）

利用者アンケート調査、意 実施日

見箱等利用者の意見等を把
1, あり

結果の開示 あり なし1 2 

握する取組の状況 R なし ＇： 

実施日

第三者による評価の実砲状 1 あり ・評価機関名称

況 結果の閉示 1 あり 2 なし

③ なし

9. 入居希望者への事前の情報開示

入居契約菩の雛形 l 入居希望者に公院

③ 入居希望者に交付
3 公開していない

管理規程 1 入居希望者に公開

③ 入居希望者に交付
3 公開していない

事業収支計画客 1 入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

③ 公開していない
財務諸表の要旨 1 入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

③ 公開していない
財務諸表の原本 l 入居希望者に公開

2 入居希望者に交付

③ 公開していない

|
1叫
|
ー
ー
，

，
 ．．
 
，
 

9

,

 ，
 
＇ 

14 



.,,,,. f'; 

10. その他

ヽ̂ヽ・ ヽ
.• `
 

--

運営想談会 G)あり ；． |、（開伽饂）年 2回

2 なし．．

1 代替措置あり （内容）

＠ 代蓄暉 なし

提携ホームヘの移行 1 あり（提携ホーム名： ） 

I表示亭項） ② なし
有科老人ホーム設匿時の老人 1 あり . 2 なし

福祉法第 29条第1項に規定 0 3 サーピ.ス付き面齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の居
する届出 住の安定確保に閲する法律第23条の規定により、届出が不要

高齢者の居住の安定確保に関 (i)あり 2 なし

する法律第5条第1項に規定

するサービス付き高齢者向け

住宅の登録

有料老人ホーム設醤運営指導 ① あり 2 なし
指針「5.規模及び構造設備」

に合致しない苓項

合致しない事項がある場合
サービス付き高齢者向け住宅の為、規定は適用しない。

の内容

「6.既存建築物等の活用

. (J')揚合等の特例」への適合 該当しない

性

有料考人ホーム殴匿運営指導 7識の配匿

指針の不適合宰項 9サーピス等

不適合享項がある場合の内
管理者及び栄養士の未配醤、食宰サーピス

容

添付香類：別添1

別添2

（別に実施する介護サ....:.ピス一覧表）

（個別選択による介漣サービス一覧表）

※ 様

鋭明年月日 年 月 日

・ 説明者署名

※契約を前提として説朋を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。
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別添1
: . l 

事業主体が松山市内で実施する他の介腹サービス

一 介護サービス等の種類 ー 1併設：隣接の頃：業所の名称

l 状況
所在地

国」：
咽
濯―
い
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別添2 賓料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表

·----~ 召？欝含i~む}Ii~詈りし悶するサーピス I ~ あ

包含縦3 都度筑2 料金豪3
備 考．

r護サービス
食事介助

・ロ

排泄介助・
ー・— -- -- -

詞 n-Pc―-.おむつ交換
入浴（一般浴）介助・清拭
特浴介助

-----・-- -・- . 

- - -- - ---
身辺介助（移動・着替え等）
- --- --
機能訓練
- - - - -

通院介助
生活冷.:..:●'iビ反 ,_,  --

邑差塑堕＿＿•一
リネン交換

届百灌
酒薔面l膳・下頂i
ム昼亙互屋亙匡百野丑与]戸寧
おやっ--・-----・-・・・--・- - -
理美容師による理美容サー Fス

貿い物代行

繹手畜只召も行
-・ 

金銭・貯金管理
・- -

健康誓＇埋"~ '.:~"~; 
定期健康診断

健康相談
鍔溺・栄養指導 —-~ 
服薬支援 -- --
生活リズムの記録（排便・睡眠等）

: □直喜三~t.~ ~~ 包含されも椙合と．サーピス利用の祁度払いによる尿合に応じて｀いすれかの餞lこ0 を記入する。
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一ロ―—二／ニ―― -~~~=~{三
"..;.._」

＿二Iニニに二ニに＝ーー一こここ二ニ了ロニニニ二

あり
'-，り-----
あり

・----"-------I. 

あり------
あり

゜
ケアサボートサービスとして、呵-------- 警備保証

会社による緊急通報対応、住宅職員によ
--------- - --
る安否確認サービス、その他の職員の判•. ——---·--· —~"----'—--=~ ―;.c:..,.-.,_------―- -・c―.. ---..... 
断により必要と思われる一時的な業務支
------------ - -
援などを行います。

~ 一瓦可―—.I----

0 1,500円外出に脈し職員の付添を要する場合、職員 l),.・o-boo-祖戸西江戸戸可互面戸
毎に 750円（税込）の費用を頂きます
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